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ては、「都税還付金等充当通知書」の送付を省略させていただきます。

利子割額の控除・充当・還付に関する明細書

公社債の利子又は投資信託の収益の分配に
係る控除・充当・還付を受ける利子割額の計算
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１　　この明細書は、法人が支払を受ける利子等について課された利子割額がある場合において、その利子割額を地方

２　　法人課税信託の受託者が当該法人課税信託について、申告書に添付する場合にあっては、「法人名」の欄には法人
　課税信託の名称を併記してください。

　この明細書は、法人が支払を受ける利子等について課された利子割額がある場合において、その利子割額を地方税法の規定により、法

人税割額から控除しようとするとき、充当しようとするとき又は還付を受けようとするときに記載し、申告書に添付してください。

　税法の規定により、法人税割額から控除しようとするとき、充当しようとするとき又は還付を受けようとするとき
　に記載し、申告書に添付してください。
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